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  知事は、登録営業所がその業種ごとの登録の基準に適合しなくなったときは、その登録を取り消すことができる。 
（審査基準の建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録の頁参照） 

対 応

区分 ○1  聴聞の実施 

２ 弁明の機会の付与 

処理 
機関 生活衛生課 

交付 
機関 保健福祉事務所 
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